
 

 

総務文教常任委員会審査日程 

 

日 時  平成３０年２月２１日（水） 

    午前９時 

場 所  第２委員会室 

 

～審査内容～ 

１ 議案第８号 平成２９年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計

補正予算（第３回）について                 （公営） 

  

２ 議案第１２号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制定 

について                         （人事） 

 

３ 議案第１３号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市 

病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について                                

（人事） 

 

４ 議案第１４号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当支給条例の一部を改正する条例の制定について       （人事） 

  

５ 議案第１５号 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例等の一部を改 

正する条例の制定について                 （人事） 

  

６ 承認第３号 山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分について 

（税務） 

 

７ 請願第１号 埴生地区複合施設建設に伴うＪアラート設置についてに係

る審査日程等について 

 













 

 

山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分の概要 

 

 平成３０年２月２１日 税務課 

 

１ 専決処分日 平成２９年１２月２８日 

 

２ 専決処分する理由 

  地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年総務省令第８１号）

が平成２９年１２月１８日に、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平

成２９年総務省令第８３号）が平成２９年１２月２６日に、それぞれ公布さ

れ、いずれの省令も平成３０年１月１日から施行されることから、直ちに市

税条例の改正を行う必要があったため。 

 

３ 専決処分する改正内容 

  省令の改正に伴う市税条例の条ズレ、項ズレ。 

 

４ 改正箇所の市税条例の内容 

第３６条の２第２項 

 市民税の申告について、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除

額及び扶養控除額の合計額以下の者は、一般の申告書とは別に市長が定め

る簡易な申告書を市長に提出する。  

  

 第５４条第７項 

   家屋の所有者以外の者が、家屋に建築設備、間仕切り等の附帯設備を取

り付け、これらの附帯設備が家屋に付合する場合、当該附帯設備について

家屋の所有者に固定資産税を課税するが、当該附帯設備について、家屋の

所有者ではない例えばテナントのような者が事業をするために取り付けた

ものであれば、取り付けたテナントを所有者とみなし、当該附帯設備を償

却資産として課税する。 

 


